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　　　　質　疑　回　答　書　　　　

　件名：市施設消防用設備等保守点検業務

質　　疑　　事　　項 回　　　　答

今回から対象施設として追加された市庁舎交流棟の点検も市
庁舎庁舎棟・倉庫棟同様の休日実施と考えてよいか。

仕様書にはそのように記載をさせていただきましたが、
交流棟部分は平日でも可とします。同日にサーバー室、
コミュニティ会館の点検も可ですので、ご希望があれば
日程調整をさせていただきます。


